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１ 要望工事について 

 

(1) 要望の種類 

建設部土木監理課で取り扱う要望は、①工事、②交通安全施設及び③側溝清掃と

なります。内容の詳細は後述のとおりです。 
 

①工事 
舗装や側溝など、すでに整備されている施設が経年劣化等により広範囲に破

損して、その機能が十分に果たされなくなった場合の修繕工事 
  その他、 

ⅰ 道 路 拡 幅 ： 用地買収を伴う道路の拡幅工事に対する要望 
ⅱ 路 面 排 水 側 溝 ： 側溝を新たに設置する工事の要望 
ⅲ 舗 装 ： 砕石等の未舗装状態の道路を舗装する工事の要望 
ⅳ 法 面 擁 壁 ： 田等の法面を擁壁等で立上げる工事の要望 
ⅴ 用排水路の暗渠化 ： 既設のﾌﾟﾚﾊﾌﾞ水路を側溝や暗渠化する工事の要望 

 
②交通安全施設 

交通安全施設としてその機能を十分に果たさなくなり、安全上危険な状態で

ある場合の修繕工事 
  その他、 

ⅰ 交 通 安 全 施 設 ： 街路灯、カーブミラーおよび防護柵の交通安全施設

を設置する工事 
 
③側溝清掃 

ⅰ 堆積土量が一定以上ある側溝の清掃 
※ 実施基準に適合する必要があります。大変申し訳ありませんが、実施基準

に適合しない側溝は、自治会で清掃をお願いいたします。 
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(2) その他の要望 

前述の①～③に該当しない要望は、内容によって担当課が土木監理課以外になる

ことがあります。お手数ですが、そのような要望がある場合は、事前に土木監理課

か担当と思われる課へお問い合わせください。 
 
例：消火栓設置・・・・・・・・・・・・ ・・ 消防本部 

農地沿いの水路改修・・・・・・・・・・・農政課 
   防犯灯・速度規制等の公安委員会関係・・・生活安全課 
   公園関係・・・・・・・・・・・・・・・・都市計画課 
 

(3) 要望工事までの流れ 

要望に対して工事を実施するまでの概ねの流れは次のとおりとなります。 
なお、状況によって前後することもありますので、あくまで目安としてください。 
 
①自治委員へ要望書等の様式配付・受付期間： 

12 月上旬～2月上旬まで 

     ↓  

②要望箇所の確認：受付開始日～4月中旬 

     ↓ 

③要望工事実施箇所検討会：4月下旬 

   ↓ 

④自治委員へ検討結果報告：5月中旬 

   ↓ 

⑤整備実施箇所の工事発注：5月下旬～ 

   ↓ 

⑥整備実施箇所の工事完了：3月中旬 

 
(4) 要望工事実施箇所検討会 

要望していただいた内容は、市職員で構成する『要望工事実施箇所検討会』に諮

り、工事を実施する箇所等を決定いたします。
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２ 要望書について 
 
(1) 提出方法 

要望書の様式等は 12 月上旬頃に配付しますので、お手元に届きましたら 2 月上旬

頃までに提出してください。 

要望の様式は、工事要望書、交通安全施設要望書及び側溝清掃要望書の 3 種類と

なります。 

要望内容によって様式が異なりますので、ご注意ください。 

 
(2) 提出期限 

要望は、提出期限までに提出してください。 
提出期限を過ぎて提出された要望書についても受付はいたしますが、予算上の関

係で期限内に提出された要望書から当該年度での実施の有無を検討いたします。 
 
(3) 要望書等の有効期限 

工事要望書及び交通安全施設要望書及び側溝清掃要望書は、原則単年度のみ有効

とし、要望された年度に工事等が実施されない場合は、次年度、新たな要望と併せ

て自治会内で検討していただき、再度要望書の提出をお願いします。 
なお、再度要望される場合、後述の工事等実施基準に照らし合わせ、基準を満た

さない要望については、内容を再検討していただき、基準を満たす内容にして要望

してください。 
 
(4) 要望の優先順位 

工事要望書は、自治会内で優先順位を付けてください。 
ただし、優先順位を付けていただいた要望を必ず実施するわけではありません。

後述に明記された各施設に関する工事等実施基準に照らし合わせ、基準に適合した

要望で優先順位の高いものから予算内において実施いたします。 
できる限り自治会からの要望に対応したいと考えておりますことから、工事等の

内容により予算規模が大きいものなどは、複数年度の対応となる場合や、優先順位

の変更等の調整をさせていただくことがあります。 
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また、複数年度の対応となった場合でも、要望は単年度扱いとし、継続の場合は

次年度以降、自治会で他の要望と併せて優先順位を再検討していただき、お手数で

すが要望書を提出してください。 
 
(5) 要望内容の検討 

提出期限内に提出された要望書は、後述に明記された各施設の工事等実施基準に

照らし合わせ、その結果を『要望工事実施箇所検討会』で報告し、実施箇所を決定

します。 
特別な理由や緊急性の高い場合を除き、『要望工事実施箇所検討会』で実施が決定

されたものを優先的に整備することとなります。 
 
(6) 要望の回答 

『要望工事実施箇所検討会』で検討された結果は、文書により自治委員様に通知

いたします。 
通知された結果を確認していただき、関係地権者様及び地域住民の方々に報告を

お願いいたします。 
自治会内で十分に検討された要望に対し、ご納得いただけない結果となる場合が

あると思いますが、公平性を保つために後述に明記された各施設の工事等実施基準

を設け検討した結果となりますので、ご理解をお願いいたします。 
また、実施基準を満たした要望であっても、予算内での対応となりますので、実

施できない場合もありますが、ご了承ください。 
なお、当該年度に実施した要望工事等の結果は、次年度の要望書等の各様式の配

付時に改めて通知いたします。
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３ 施工実施基準（工事） 

 
(1) 道路拡幅 

《注意》 
 原則として、地区計画区域内における計画道路が対象となります。 
 道路拡幅を要望される場合は、事前に土木監理課にご相談ください。 
 
(2) 路面排水側溝  

①施工の条件 
【市街化区域・市街化調整区域 共通】 

側溝等の排水施設がなく、過去に雨による道路冠水（10 ㎝程度）が発生した道

路等を対象とします。 

なお、道路に接している水路を側溝等に改良する場合は、後述の『(5)用排水路

の暗渠化』となります。 
原則として、道路幅員が 4ｍ未満の道路については片側とします。 
すでに既設の側溝がある 4ｍ未満の道路には、新設の側溝は施工いたしません。 
道路側溝は、路面の排水を目的としています。住宅内の雨水排水や生活排水の

ために施工はいたしませんので、ご了承ください。 
 

②施工箇所（市街化区域・市街化調整区域 共通） 
原則として、交差点から交差点の区間を実施いたしますが、土地の利用状況等

により農地（田）部分は実施しない場合もあります。 
  

③その他（市街化区域・市街化調整区域 共通） 
既設の側溝と側溝を横断的に結ぶ場合などは、状況により施工の適否を判断い

たします。 
施工の条件に適合しない場合においても、状況により集水桝等による簡易な路

面排水施設の設置で十分な効果が得られると判断できる場合は、集水桝等の施工

を検討します。 
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土地区画整理施行済地内は、宅地化が進行（住宅の接する割合が 25%以上、若し

くは宅地、雑種地、畑等の埋立地の割合が 50%以上）した区画を対象とします。ま

た、田に接する側溝は、民地において畦畔（抱土）の協力をお願いします。 
 

(3) 舗装 

①施工の条件 
【市街化区域・市街化調整区域 共通】 
道路認定がされており、沿線の宅地化が進行（住宅の接する割合が 25%以上、

若しくは宅地、雑種地、畑等の埋立地の割合が 50%以上）している道路を対象と

します。 
     

②その他 
要望される道路が、過去に舗装されていた場合は、修繕対象として扱います。 

 
(4) 法面擁壁 

①施工の条件 
法面擁壁（柵板を含む）による道路の立ち上げは、原則として施工いたしませ

ん。 
ただし、交差点等において自動車同士や歩行者のすれ違いを確保する場合など、

特段の理由がある場合は、事業効果を十分に考慮し検討します。 
 

②その他 
用地買収を伴う法面擁壁（柵板を含む）は施工できません。 

道路と並行している水路に防護柵を設置する場合の立ち上げは、現地を確認し

て検討します。なお、防護柵に関しては、『４ 交通安全施設の設置基準 （3）防

護柵の設置』をご確認ください。 

 
(5) 用排水路の暗渠化 

①施工の条件 
用排水路の暗渠化は、原則として施工いたしません。 
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ただし、交差点等において自動車同士や歩行者のすれ違いを確保する場合など、

特段の理由がある場合は、事業効果を十分に考慮し検討します。 
 

②その他 
用排水路の暗渠化は、事業費が高くなりやすいため、単年度で実施できない場

合があります。 
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４ 交通安全施設の設置基準 

 
(1) 街路灯の設置 

①設置の条件 
主要交差点、屈曲部、横断歩道など交通安全上、必要な箇所に設置します。 

  なお、設置する街路灯は原則として LED 型 18w とします。 

 

②その他 
街路灯の設置が決定した場合、速やかに街路灯の影響を受ける関係地権者様の

承諾書を提出していただきます。 
承諾が得られない場合は、設置できません。 
なお、原則として夜間中は常時点灯することとなります。農作物に影響を与え

る場合がありますので、十分に関係地権者様のご理解を得ていただきますようお

願いします。 
      
(2) カーブミラーの設置 

①設置の条件 
新たに設置された遮へい物により、死角ができた交差点や屈曲部で、通学路等

の歩行者の通行が前提となる箇所を優先して設置します。 
なお、遮へい物ができた場合でも、格子状の柵等で自動車等を目視することが

可能な箇所は、原則として設置できません。 
カーブミラーの規格はφ600 を基本の大きさとします。 

    
②その他 

原則として、道路敷地内に設置をいたしますが、狭い道路など通行に支障がで

る可能性がある場合は、民地内に設置させていただくことがあります。 
民地内に設置となる場合は、関係地権者様の承諾書が必要となります。 
また、道路敷地内に設置する場合でも、住宅の駐車場付近など道路に隣接する

地権者様の利用に支障が生じる場合は、承諾書が必要となります。 
なお、承諾が得られない場合は、設置できません。 
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(3) 防護柵の設置 

①設置の条件 
防護柵は、道路と水路が並行する危険と認められる箇所で、道路と水路底の高

低差が 1ｍ以上ある箇所、または歩道と田面との高低差が 1.5m 以上ある箇所に設

置します。 
設置場所は、通学路など歩行者の通行がある程度数見込まれる箇所を優先しま

す。 
 

②その他 
道路幅員が狭い場合、防護柵を設置することで通行や自動車等の出入り等に支

障が生じる可能性があります。 
原則として、乗入れ口等を除き、防護柵を設置いたしますので、乗入れ口以外

で部分的に設置しない要望に関しては、安全上、承諾できない場合があります。 
防護柵の設置が決定した場合は、防護柵の影響を受ける関係地権者様の承諾書

を提出していただきます。 
なお、承諾が得られない場合は、設置できません。  
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５ 側溝清掃 

 
(1) 実施基準 

①堆積土量が側溝の深さの 4 割を超える箇所を対象とします。 
 

上記以外は、原則として市民活動での清掃をお願いします。 

また、清掃によって発生した残土は市で回収いたしますので、事前に土木監理

課までご連絡ください。 

 

②その他 
・側溝の蓋が開かない場合、交通量が多い場合、狭小で人の出入りができない場

合等立地条件による制約がある場合、側溝の構造等により清掃が困難な場合、頻

繁に道路冠水が発生している場合、清掃を行う方がいない場合等の特段の理由が

ある場合は、①の基準によらず市が清掃を行うことがあります。 
・道路幅が狭く、交通量が多い市道においては、市により現場状況を勘案し、清

掃活動の安全を考慮して、安全対策（交通整理員の手配等）を行います。 
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６ 問い合わせ先 

 担 当 ： 羽島市建設部土木監理課維持係 

電 話 ： 058-392-1111（内線：2117） 

   E-mail ： doboku@city.hashima.lg.jp 

 
７ その他 

 この『要望工事の手引き』及び各要望等に関する書類は、令和７年１１月６日よ

り適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


